
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年第１回 

多 摩 市 議 会 定 例 会 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

多 摩 市 

 



多摩市告示第４８号  

 

 令和３年第１回多摩市議会定例会を下記のとおり招集する。  

  令和３年２月１５日  

                 多摩市長   阿  部  裕  行  

 

記  

 

１  日 時    令和３年３月１日（午前１０時）  

 

２  場 所    多摩市役所議場  

 



第１１号議案  
総合事務管理システム用１４インチノートパソコン購入契約の締

結について  
 

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行    
 
提案理由  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年多摩市条例第９号）第３条の規定により議会の議決に付する。  
 

記  
 
１ 契約の目的  総合事務管理システムで利用する１４インチノートパソコ

ンの購入  
２ 契約の相手方 東京都立川市曙町二丁目２２番２０号  

リコージャパン株式会社販売事業本部西東京支社  
         西東京ＬＡ営業部 部長 安藤博之  
３ 契約金額   金２５，１２２，９００円  
４ 契約の方法  指名競争入札（地方自治法施行令第１６７条第３号適用）  
 
 
 
（参考）  
１ 種類及び数量  ノートパソコン及び周辺機器 １３８台  
２ 履 行 期 間  契約発効の日から令和３年６月３０日まで  
３ 財 源  国庫支出金及び一般財源  
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第１２号議案  

テレワーク用パソコン購入契約の締結について  

 

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年多摩市条例第９号）第３条の規定により議会の議決に付する。  

 

記  

 

１  契約の目的   多摩市職員のテレワーク用パソコンの購入  

２  契約の相手方  東京都立川市曙町二丁目２２番２０号  

リコージャパン株式会社販売事業本部西東京支社  

         西東京ＬＡ営業部  部長 安藤博之  

３  契約金額   金４４，４１５，８００円  

４  契約の方法   指名競争入札（地方自治法施行令第１６７条第３号適用）  

 

 

 

（参考）  

１  種類及び数量   ノート型シンクライアントパソコン  ２００台  

          覗き見防止フィルター  ２００枚  

          ディスプレイモニター  ２０台  

２  履 行 期 間  契約発効の日から令和３年５月３１日まで  

３  財 源  国庫支出金及び一般財源  
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第１３号議案  
多摩市立中央図書館建設工事の請負契約の締結について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年多摩市条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  
 

記  
 
１ 工 事 件 名 多摩市立中央図書館建設工事  
２ 契約の相手方  東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号  
          佐藤・常磐開発・三浦特定建設共同企業体  
          常務執行役員支店長 川端 一知  
３ 契 約 金 額 金３，３４１，０３０，０００円  
４ 契 約 の 方 法 一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  
 

（参考）  
１ 工 事 の 内 容  多摩市立中央図書館建設工事  
２ 工 事 の 概 要  中央図書館整備のための建設工事一式  

⑴ 土工事  
⑵ 地業工事  
⑶ 躯体工事  
⑷ 内外装工事  
⑸ 外構工事  

３ 工 事 場 所  東京都多摩市落合二丁目３５番地の一部  
４ 工 事 区 分  建築工事  
５ 工   期  契約発効の翌日から令和４年１２月２８日まで  
６ 財   源  市債、一般財源及びその他財源  
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入札見積経過調書

案件番号 2020-00522 件名

内部発注番号 5021000313
多摩市立中央図書館建設工事入札見積締切日時 2021年2月1日 17時00分

開札日時 2021年2月2日 9時43分

予定価格 3,341,041,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都多摩市多摩中央公園（落合２－３５）の一部

業種 0700 建築工事

入札方式 01 一般競争入札　総合評価方式

落札者 商号又は名称 佐藤・常磐開発・三浦特定建設共同企業体

所在地 東京都中央区日本橋本町四丁目１２番１９号

落札金額 3,037,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 佐藤・常磐開発・三浦特定建設共同企業体 3,037,300,000円

総合点 50点

価格点 0.0点

技術点 50.0点

2 村本・朝倉・イワヲ建設共同企業体

辞退

3 東急・京王・今治建設共同企業体

辞退

備考 落札率：100.0％
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第１４号議案  
多摩市立中央図書館建設に伴う電気設備工事の請負契約の締結に  
ついて  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年多摩市条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  
 

記  
 
１ 工 事 件 名  多摩市立中央図書館建設に伴う電気設備工事  
２ 契約の相手方  東京都多摩市鶴牧二丁目２３番地７  
          日本電力・吉野建設共同企業体  
          代表取締役 横倉 利隆  
３ 契 約 金 額 金３１４，６００，０００円  
４ 契 約 の 方 法 一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  
 

（参考）  
１ 工 事 の 内 容  多摩市立中央図書館建設に伴う電気設備工事  
２ 工 事 の 概 要  中央図書館整備のための電気設備工事一式 

⑴電灯設備、⑵動力設備、⑶受変電設備、⑷発電設備、
⑸構内情報通信設備、⑹構内交換設備、⑺情報表示設備、
⑻拡声設備、⑼誘導支援設備、⑽テレビ共同受信設備、
⑾防犯カメラ設備、⑿駐車場管制設備、⒀防犯・入退室
管理設備、⒁火災報知設備、⒂構内配電線路、⒃構内通
信線路  

３ 工 事 場 所  東京都多摩市落合二丁目３５番地の一部  
４ 工 事 区 分  電気設備工事  
５ 工   期  契約発効の翌日から令和４年１２月２８日まで  
６ 財   源  市債、一般財源及びその他財源  
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入札見積経過調書

案件番号 2020-00523 件名

内部発注番号 5021000314
多摩市立中央図書館建設に伴う電気設備工事入札見積締切日時 2021年2月1日 17時00分

開札日時 2021年2月2日 9時45分

予定価格 342,584,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都多摩市多摩中央公園（落合２－３５）の一部

業種 0800 電気工事

入札方式 01 一般競争入札　総合評価方式

落札者 商号又は名称 日本電力・吉野建設共同企業体

所在地 東京都多摩市鶴牧二丁目２３番地７

落札金額 286,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 日本電力・吉野建設共同企業体 286,000,000円

総合点 40.4点

価格点 7.4点

技術点 33.0点

備考 落札率：91.8%
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第１５号議案  

多摩市立中央図書館建設に伴う給排水衛生設備工事の請負契約の  

締結について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年多摩市条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  

 

記  

 

１  工 事 件 名  多摩市立中央図書館建設に伴う給排水衛生設備工事  

２  契約の相手方  東京都多摩市聖ケ丘四丁目２５番地の６  

          インスライト・大貫  建設共同企業体  

          代表取締役  小野沢  一三  

３  契 約 金 額 金１７６，０００，０００円  

４  契 約 の 方 法 一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  

 

（参考）  

１  工 事 の 内 容  多摩市立中央図書館建設に伴う給排水衛生設備工事  

２  工事の概要     中央図書館整備のための給排水衛生設備工事一式  
⑴ 衛生器具設備工事  

⑵ 給水設備工事  

⑶ 排水設備工事  
⑷ 給湯設備工事  

⑸ 消火設備工事  

３  工 事 場 所  東京都多摩市落合二丁目３５番地の一部  

４  工 事 区 分  給排水衛生設備工事  

５  工   期  契約発効の翌日から令和４年１２月２８日まで  

６  財   源  市債、一般財源及びその他財源  
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入札見積経過調書

案件番号 2020-00524 件名

内部発注番号 5021000315
多摩市立中央図書館建設に伴う給排水衛生設備

工事
入札見積締切日時 2021年2月1日 17時00分

開札日時 2021年2月2日 9時46分

予定価格 179,124,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都多摩市多摩中央公園（落合２－３５）の一部

業種 0900 給排水衛生工事

入札方式 01 一般競争入札　総合評価方式

落札者 商号又は名称 インスライト・大貫　建設共同企業体

所在地 東京都多摩市聖ヶ丘四丁目２５番地の６

落札金額 160,000,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 インスライト・大貫　建設共同企業体 160,000,000円

総合点 29.6点

価格点 1.6点

技術点 28.0点

備考 落札率：98.3%
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第１６号議案  
多摩市立中央図書館建設に伴う空気調和設備工事の請負契約の締  
結について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９

年多摩市条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  
 

記  
 
１ 工 事 件 名 多摩市立中央図書館建設に伴う空気調和設備工事  
２ 契約の相手方  東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号  
          八重洲・西川建設共同企業体  
          代表取締役 長谷川 福夫  
３ 契 約 金 額 金３２５，９３０，０００円  
４ 契 約 の 方 法 一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  
 

（参考）  
１ 工 事 の 内 容  多摩市立中央図書館建設に伴う空気調和設備工事  
２ 工 事 の 概 要   中央図書館整備のための空気調和設備工事一式  

⑴ 冷暖房設備工事  
⑵ 換気設備工事  
⑶ 自動制御設備工事  

３ 工 事 場 所  東京都多摩市落合二丁目３５番地の一部  
４ 工 事 区 分  空気調和設備工事  
５ 工   期  契約発効の翌日から令和４年１２月２８日まで  
６ 財   源  市債、一般財源及びその他財源  
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入札見積経過調書

案件番号 2020-00525 件名

内部発注番号 5021000316
多摩市立中央図書館建設に伴う空気調和設備工

事
入札見積締切日時 2021年2月1日 17時00分

開札日時 2021年2月2日 9時35分

予定価格 464,068,000円

調査基準価格 非公表

履行場所 東京都多摩市多摩中央公園（落合２－３５）の一部

業種 1000 空調工事

入札方式 01 一般競争入札　総合評価方式

落札者 商号又は名称 八重洲・西川建設共同企業体

所在地 東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号

落札金額 296,300,000円

No 商号又は名称 第１回 備考

1 八重洲・西川建設共同企業体 296,300,000円

総合点 56.8点

価格点 26.8点

技術点 30.0点

2 大成設備・東洋建設共同企業体 315,000,000円

総合点 53.8点

価格点 22.8点

技術点 31.0点

3 イシイ設備工業・東海管工建設共同企業体 379,850,000円

総合点 26点

価格点 9.0点

技術点 17.0点

備考 落札率：70.2%
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第１７号議案  
多摩市立市民活動・交流センター及び多摩市立多摩ふるさと資  
料館の指定管理者の指定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 下記のとおり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６

項の規定に基づき、公の施設の指定管理者を指定する。  
 

記  
 
１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

（１）多摩市立市民活動・交流センター  
（２）多摩市立多摩ふるさと資料館  

２ 指定管理者となる団体の名称及び所在地  
多摩コミュニティパートナーズ  
代表団体 株式会社ギオン  
神奈川県相模原市中央区南橋本一丁目５番１号  

３ 指定の期間  
令和３年７月１日から令和７年３月３１日まで  
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第１８号議案  
多摩市総合オンブズマンの委嘱につき同意を求めることについて  

下記の者を、多摩市総合オンブズマンに委嘱したいので、多摩市総合オンブ

ズマン条例（平成２１年多摩市条例第４７号）第９条第１項の規定により、議

会の同意を求める。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 多摩市総合オンブズマン萩原惠子氏は、令和３年３月３１日をもって任期が

満了するので、本案を提出する。  
 

記  
 

氏  名  住        所  生年月日  

新岡 章子  東京都渋谷区  
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第１９号議案  
多摩市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  

下記の者を、多摩市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を

求める。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  

多摩市農業委員会委員に欠員が生じ、後任の候補者を下記のとおり決定した

ことから、本案を提出する。  
 

記  
 

氏   名  住        所  生年月日  

増田 保治  多摩市 
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第２０号議案  
人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて  

下記の者を、人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求め

る。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 
提案理由  
 人権擁護委員の候補者として、鹿沼順氏を法務大臣に推薦するため、本案を

提出する。  
 

記  
 

氏 名  住        所  生年月日  

鹿沼 順  多摩市  
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第２１号議案 

市道路線の廃止について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行    

 

提案理由  

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、下記の

路線を廃止する。  

 

 記  

廃止路線  

整理  

番号  
路  線  名  起点・終点  備   考  

１  １－１３６号線  
起点  関戸五丁目１７番１７地先  起点・終点地番

は認定当初の地

番である。  終点  関戸五丁目１９番１２地先  

２  １－１０３１号線  
起点  関戸五丁目１９番３地先  起点・終点地番

は認定当初の地

番である。  終点  関戸五丁目１８番２６地先  

３  １－１０３２号線  
起点  関戸五丁目１８番２５地先  起点・終点地番

は認定当初の地

番である。  終点  関戸五丁目１７番１地先  

４  １－１０５０号線  
起点  関戸六丁目２２番１１地先  起点・終点地番

は認定当初の地

番である。  終点  関戸六丁目２８番１地先  

５  ３－１０１０号線  
起点  連光寺一丁目１４番２９地先  起点・終点地番

は認定当初の地

番である。  終点  連光寺一丁目１６番７１地先  
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令和２年度第１ブロック廃止路線図

案内図

① 1-136号線

終点

凡例

起点

関戸五丁目
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廃止路線土地所在図

縮尺 1/500

① 1-136号線

終点

凡例

起点

関戸五丁目
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令和２年度第１ブロック廃止路線図

案内図

② 1-1031号線

終点

凡例

起点

関戸五丁目
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廃止路線土地所在図

縮尺 1/500

② 1-1031号線

終点

凡例

起点

関戸五丁目
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令和２年度第１ブロック廃止路線図

案内図

③ 1-1032号線

終点

凡例

起点

関戸五丁目
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廃止路線土地所在図

縮尺 1/500

③ 1-1032号線

終点

凡例

起点

関戸五丁目

29



令和２年度第１ブロック廃止路線図

案内図

④ 1-1050号線

終点

凡例

起点

関戸六丁目
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廃止路線土地所在図

縮尺 1/1000

④ 1-1050号線

終点

凡例

起点

関戸六丁目
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令和２年度第３ブロック廃止路線図

案内図

⑤ 3-1010号線

終点

凡例

起点

連光寺一丁目
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廃止路線土地所在図

縮尺 1/500

⑤ 3-1010号線

終点

凡例

起点

連光寺一丁目

14-47

33



34



第２２号議案  
多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

に関する条例の一部を改正する条例  
 

多摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条

例（平成２７年多摩市条例第６０号）の一部を次のように改正する。  
別表４の項特定個人情報の欄を次のように改める。  
⑴ 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの  
⑵ 地方税関係情報であって規

則で定めるもの  
⑶ 生活保護法に準じた外国人

の保護に関する情報であって

規則で定めるもの  
附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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第２３号議案  

多摩市新型コロナウイルス感染症対策基金条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市新型コロナウイルス感染症対策基金条例  

 

（設置の目的）  

第１条  新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロ

ナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、  

人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感  

染症をいう。以下同じ。）の感染拡大により市民生活、地域経済等に多大な  

影響が生じている状況に鑑み、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止、  

市民生活の支援、地域経済の回復及び活性化、医療提供体制の整備その他の  

新型コロナウイルス感染症への対策のための事業に要する経費に充てるため、

多摩市新型コロナウイルス感染症対策基金（以下「基金」という。）を設置  

する。  

（積立て）  

第２条  基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算（以下「予

算」という。）で定める。  

２  新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止及び感染拡大の影響に対する

支援として国又は東京都が多摩市に交付する交付金、補助金その他の収入は、

予算で定めるところにより、基金に積み立てることができる。  

（管理） 

第３条  基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方

法により保管しなければならない。  

（運用益金の処理）  

第４条  基金の運用から生ずる益金は、予算に計上し、第１条に規定する事業

に要する経費に充てるものとする。ただし、必要があると認めるときは、基

金に繰り入れることができる。  
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 （繰替運用） 

第５条 多摩市長（以下「市長」という。）は、財政上必要があると認めると

きは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳

計現金に繰り替えて運用することができる。 

（取崩し） 

第６条 基金は、第１条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、そ

の全部又は一部を取り崩すことができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。この場合におい

て、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、多摩市財政

調整基金条例（昭和３９年多摩市条例第６号）第１条に規定する多摩市財政

調整基金に積み立てるものとする。 
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第２４号議案  
多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部

を改正する条例  
 

多摩市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例（令和元年多摩市

条例第２６号）の一部を次のように改正する。  
別表専門スタッフの部教育相談員の項を次のように改める。  

教育相談員 月額 （30時間）259,440円

 
 （24時間）207,550円

 日額 11,976円

別表補助スタッフの部保育補助員の項中「保育補助員」を「保育等補助員」

に改め、同部子育てセンター相談等補助員の項を削る。  
附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日以後に、この条例による改正前の多摩市会計年度任用

職員の任用、勤務条件等に関する条例の規定により支払われるべき報酬及び

費用弁償の支給については、なお従前の例による。 
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第２５号議案  
中小企業事業資金貸付けあっせんに関する条例の一部を改正する

条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号 

 

中小企業事業資金貸付けあっせんに関する条例の一部を改正する

条例 

 

中小企業事業資金貸付けあっせんに関する条例（平成８年多摩市条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中第１１号を第１２号とし、第１０号を第１１号とし、第９号を第１

０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

⑼ 緊急支援資金 大規模な災害その他の地域経済に著しい影響を及ぼすお

それがある事態が生じた場合において、事業を継続して営むため緊急に必

要な中小企業者の運転資金をいう。 

第３条第１項中「及び創業支援資金」を「、創業支援資金及び緊急支援資金」

に改める。 

第４条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（中小企業者支援資金貸 

付けあっせん）」を付し、同条中「中小企業者支援資金の貸付けあっせんを受 

けようとする者は、中小企業者で」を「多摩市長（以下「市長」という。）は」

に、「備えていなければならない」を「備える中小企業者に対し、中小企業者 

支援資金の貸付けあっせんを行う」に改める。 

 第４条の２に見出しとして「（小規模企業者支援資金貸付けあっせん）」を

付し、同条中「小規模企業者支援資金の貸付けあっせんを受けようとする者は

、小規模企業者で」を「市長は」に、「備えていなければならない」を「備え

る小規模企業者に対し、小規模企業者支援資金の貸付けあっせんを行う」に改

める。 

 第５条に見出しとして「（創業支援資金貸付けあっせん）」を付し、同条中

「創業支援資金の貸付けあっせんを受けようとする者」を「市長」に、「備え
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ていなければならない」を「備える者に対し、創業支援資金の貸付けあっせん

を行う」に改める。 

第５条の次に次の１条を加える。 

（緊急支援資金貸付けあっせん） 

第５条の２ 市長は、地域経済及びこれに著しい影響を及ぼすおそれがある事

態の状況を勘案して必要と認める場合に限り、保証協会の保証資格を有し次

に掲げる要件を備える中小企業者に対し、緊急支援資金の貸付けあっせんを

行う。 

⑴ 第４条第１号から第６号まで（保証協会の保証を得ることができる場合

は、第６号を除く。）に掲げる要件を満たしていること。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める要件を満たしていること。 

 第７条第２号中「創業支援資金」の次に「及び緊急支援資金」を加える。 

第１３条の２第３号中「又は第５条第１号若しくは第２号」を「、第５条第

１号若しくは第２号又は第５条の２第１号（第４条第１号又は第２号に係る要

件に限る。）」に改める。 

 第１４条第２号中「第８号」を「第９号」に改め、同条第４号中「規定する」

を「掲げるものの」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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第２６号議案  
多摩市立老人福祉館条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
多摩市条例第  号  
 

多摩市立老人福祉館条例の一部を改正する条例  
 

多摩市立老人福祉館条例（昭和５３年多摩市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。  
別表多摩市立連光寺老人福祉館の項を削る。  

附 則  
この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。  
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第２７号議案  
社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例の一部

を改正する条例  
 

社会福祉法人の保育所に対する補助金の交付に関する条例（昭和４６年多摩

市条例第１１号）の一部を次のように改正する。  
別表子育てサポート事業の部子育てセンター事業補助金の項を削る。  

附 則  
 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  
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第２８号議案  
多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例  
 

多摩市国民健康保険条例（昭和３４年多摩市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。  
附則第３項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３

１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロ

ナウイルス感染症」という」を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータ

コロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたもの

に限る。）である感染症をいう。以下同じ」に改める。  
附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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第２９号議案  

多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

記  

 

多摩市条例第  号  

 

多摩市介護保険条例の一部を改正する条例  

 

多摩市介護保険条例（平成１２年多摩市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。  

第１４条第１項中「平成３０年度から平成３２年度まで」を「令和３年度か  

ら令和５年度まで」に改め、同項第１号中「２５，９００円」を「２８，００  

０円」に改め、同項第２号中「３４，６００円」を「３７，４００円」に改め、

同項第３号中「４３，２００円」を「４６，１００円」に改め、同項第４号中  

「４９，０００円」を「５３，０００円」に改め、同項第５号中「５７，７０  

０円」を「６２，４００円」に改め、同項第６号中「６４，６００円」を「６  

９，８００円」に改め、同号ア中「得た額」の次に「とし、当該合計所得金額  

が零を下回る場合には、零」を加え、「この項において」を削り、同号イ中「  

又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」

に改め、同項第７号中「７３，８００円」を「７９，８００円」に改め、同号  

ア中「２００万円」を「２１０万円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を  

「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第８  

号中「８０，２００円」を「８７，３００円」に改め、同号ア中「２００万円  

以上３００万円未満」を「２１０万円以上３２０万円未満」に改め、同号イ中  

「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号  

イ」に改め、同項第９号中「８９，１００円」を「１０２，９００円」に改め、  

同号ア中「３００万円」を「３２０万円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」

を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第  

１０号中「９７，８００円」を「１２１，６００円」に改め、同号ア中「６０  

０万円」を「５００万円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３  

号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１１号中「１  
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０９，９００円」を「１４０，４００円」に改め、同号ア中「６００万円以上  

１，０００万円未満」を「５００万円以上６００万円未満」に改め、同号イ中  

「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号  

イ」に改め、同項第１４号中「１３５，５００円」を「２３４，０００円」に  

改め、同号を同項第１７号とし、同項第１３号中「１２６，９００円」を「２  

１８，４００円」に改め、同号を同項第１６号とし、同項第１２号中「１１８  

，２００円」を「２０２，８００円」に改め、同号ア中「１，０００万円」を  

「１，５００万円」に改め、同号を同項第１５号とし、同項第１１号の次に次  

の３号を加える。  

⑿ 次のいずれかに該当する者  １５６，０００円  

ア 合計所得金額が６００万円以上８００万円未満であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第  

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１４号イ、

第１５号イ又は第１６号イに該当する者を除く。）  

⒀ 次のいずれかに該当する者  １７１，６００円  

ア 合計所得金額が８００万円以上１，０００万円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しないもの  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１５号イ

又は第１６号イに該当する者を除く。）  

⒁ 次のいずれかに該当する者  １８７，２００円  

ア 合計所得金額が１，０００万円以上１，５００万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの  

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第１６号

イに該当する者を除く。）  

第１４条第２項中「平成３１年度及び令和２年度」を「令和３年度から令和  

５年度まで」に、「平成３１年度においては１８，７００円とし、令和２年度  

においては１４，４００円」を「１５，６００円」に改め、同条第３項中「平  

成３１年度及び令和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「１８  

，７００円」とあるのは「２７，４００円」と、「１４，４００円」を「１５  
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，６００円」に、「２０，１００円」を「２１，８００円」に改め、同条第４  

項中「平成３１年度及び令和２年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に、

「１８，７００円」とあるのは「４１，８００円」と、「１４，４００円」を  

「１５，６００円」に、「４０，３００円」を「４３，０００円」に改める。  

第１６条第３項中「若しくは第１４号」を「、第１４号イ、第１５号イ若し

くは第１６号イ」に、「第１４号まで」を「第１６号まで」に改める。  

第１９条第２項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者につい  

ては納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者について  

は特別徴収対象年金給付の支払日」を「減免を受けようとする年度の３月末日」

に改める。  

附則第１０条中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第

３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症」を「病

原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民

共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限る。）である感染症」に改める。  

附則に次の１条を加える。  

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例）  

第１１条  第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度にお

ける保険料率の算定についての第１４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８

号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１

４号ア、第１５号ア及び第１６号アに係る部分に限る。）の規定の適用につ

いては、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和

４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条

第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定に

よって計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が零を

下回る場合には、零とする。）によるものとし、租税特別措置法」とする。  

２  前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。こ

の場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替え

るものとする。  

３  第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。

この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替

えるものとする。  

51



附 則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第１０条の改

正規定は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の第１４条及び第１６条第３項の規定は、令和３年

度分の保険料から適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、な

お従前の例による。  
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第３０号議案  
多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例  
 

多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例（平成

３０年多摩市条例第１４号）の一部を次のように改正する。  
目次中「第３４条」の次に「・第３５条」を加える。  
第３条に次の２項を加える。  

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、

法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を

活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第７条第２項中「できること」の次に「、前６月間に当該指定居宅介護支援

事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介

護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等

」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、

前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画

に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業

者又は指定地域密着型サービス事業者（法第４２条の２第１項に規定する指定

地域密着型サービス事業者をいう。）によって提供されたものが占める割合」

を加える。 

第１６条第９号中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信

機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるもの
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とする。ただし、利用者又はその家族（以下この号において「利用者等」とい

う。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用

者等の同意を得なければならない。）」を加え、同条第３０号を同条第３１号

とし、同条第２１号から同条第２９号までを１号ずつ繰り下げ、同条第２０号

の次に次の１号を加える。 

(21) 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成 

された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅

介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及

び特例地域密着型介護サービス費（以下この号において「サービス費」と

いう。）の総額が法第４３条第２項に規定する居宅介護サービス費等区分

支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサ

ービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合

であって、かつ、市町村からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護

支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービ

ス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス

計画を市町村に届け出なければならない。 

第２１条第６号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」に改

め、同号を同条第７号とし、同条第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第２２条に次の１項を加える。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の

就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

 第２２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２２条の２ 指定居宅介護支援事業者は、感染症又は非常災害の発生時にお

いて、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、 

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければな 

らない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならな

い。 
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３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 第２４条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２４条の２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所にお

いて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

⑴ 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結

果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症

の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 第２５条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指

定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

 第３０条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止のための措置） 

第３０条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止す

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知

徹底を図ること。 

⑵ 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備す

ること。 

⑶ 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の

防止のための研修を定期的に実施すること。   

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第３４条中「市長」を「多摩市長」に改め、同条を第３５条とし、第５章中

同条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 
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第３４条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、 

作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面 

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人 

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を 

いう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定さ 

れるもの（第１０条（前条において準用する場合を含む。）、第１６条第２ 

８号（前条において準用する場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気 

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記 

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ 

り行うことができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、

説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）の 

うち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定さ 

れるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電 

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識すること 

ができない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１６条第３０号

を同条第３１号とし、同条第２１号から第２９号までを１号ずつ繰り下げ、 

同条第２０号の次に１号を加える改正規定は、同年１０月１日から施行する。 

（虐待の防止のための措置に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日

までの間、この条例による改正後の多摩市指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営の基準に関する条例（以下「新条例」という。）第３条第５項及び

第３０条の２（新条例第３３条において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう

に努めなければ」とし、新条例第２１条（新条例第３３条において準用する

場合を含む。）の規定の適用については、新条例第２１条中「、次に」とあ

るのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておく

よう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待

の防止のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２２条の２（新条例第
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３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第 

２２条の２第１項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」

と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなけれ 

ば」と、同条第３項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるもの 

とする」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２４条の２（新条例第

３３条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第

２４条の２中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」と

する。 
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第３１号議案  
多摩市指定地域密着型サービス基準条例の一部を改正する条例の

制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市指定地域密着型サービス基準条例の一部を改正する条例  
 

多摩市指定地域密着型サービス基準条例（平成２８年多摩市条例第１９号）

の一部を次のように改正する。  
目次中「第２３０条」の次に「・第２３１条」を加える。  
第３条中第３項を第５項とし、第２項の次に次の２項を加える。  

３ 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の

ため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに

当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他

必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第６条第５項第１号中「いう。」の次に「第４７条第４項第１号及び」を加 

え、同項第２号中「いう」の次に「。第４７条第４項第２号において同じ」を 

加え、同項第３号中「いう」の次に「。第４７条第４項第３号において同じ」 

を加え、同項第４号中「いう」の次に「。第４７条第４項第４号において同じ」

を加え、同項第５号中「いう。」の次に「第４７条第４項第５号、」を加え、 

同項第６号中「いう。」の次に「第４７条第４項第６号、」を加え、同項第７ 

号中「いう。」の次に「第４７条第４項第７号、」を加え、同項第８号中「い 

う。」の次に「第４７条第４項第８号及び」を加える。 

第３１条第８号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」に改

め、同号を同条第９号とし、同条第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第３２条に次の１項を加える。 
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５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業

環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 第３２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第３２条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症又は

非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要

な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画

の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 第３３条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予 

防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その 

他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行う 

ことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、

その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底 

を図ること。 

⑵ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予

防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回

・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止

のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 第３４条に次の１項を加える。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を
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記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付

け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規

定による掲示に代えることができる。 

 第３９条第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この項、第７５条

第１項及び第１１６条において「利用者等」という。）が参加する場合にあっ

ては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければなら

ない。）」を加える。 

 第４０条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止のための措置） 

第４０条の２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生

又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止

のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回

・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期

的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第４７条第１項第１号中「専ら」及び「とする。ただし、利用者の処遇に支

障がない場合は、オペレーターは、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回

サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務

に従事することができる。」を削り、同項第２号中「とする。」を削り、同項

第３号中「専ら」及び「とする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、

当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定

訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務

に従事することができる。」を削り、同条に次の５項を加える。 

３ オペレーターは、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、

利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡 

回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時 

対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付け 
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る業務に従事することができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設

等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、

前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充て

ることができる。 

⑴ 指定短期入所生活介護事業所 

⑵ 指定短期入所療養介護事業所 

⑶ 指定特定施設 

⑷ 指定小規模多機能型居宅介護事業所 

⑸ 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

⑹ 指定地域密着型特定施設 

⑺ 指定地域密着型介護老人福祉施設 

⑻ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

⑼ 指定介護老人福祉施設 

⑽ 介護老人保健施設 

⑾ 指定介護療養型医療施設 

⑿ 介護医療院 

５ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提

供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合

は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にあ

る指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の職務に従事することができる。 

６ 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンター

サービスの提供に支障がない場合は、第３項本文及び前項本文の規定にかか

わらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。 

７ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合に

おいて、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サー

ビスの提供に支障がないときは、第１項の規定にかかわらず、随時訪問サー

ビスを行う訪問介護員等を置かないことができる。 

第５５条第８号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」に改

め、同号を同条第９号とし、同条第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第５６条第２項ただし書中「随時訪問サービスについては」を「指定夜間対

応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体

制を構築しており」に、「との連携」を「又は指定定期巡回・随時対応型訪問
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介護看護事業所（以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。）と

の密接な連携」に改め、「ときは」の次に「、市長が地域の実情を勘案し適切

と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を」を加え、

「指定訪問介護事業所の訪問介護員等」を「指定訪問介護事業所等の従業者」

に改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについて

は、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜

間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪

問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族

等からの通報を受けることができる。 

第５６条に次の１項を加える。 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供

を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間

対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第５７条に次の１項を加える。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在

する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を

提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間

対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。 

第５９条中「第３３条から第３８条まで、第４０条及び第４１条」を「第３

２条の２から第３８条まで及び第４０条から第４１条まで」に、「第３３条及

び第３４条」を「第３２条の２第２項、第３３条第１項並びに第３項第１号及

び第３号、第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号」に改める。 

第７０条第１０号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」に

改め、同号を同条第１１号とし、同条第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第７１条第３項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密

着型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法

第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類

する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

 第７１条に次の１項を加える。 
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４ 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供

を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を

背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域

密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第７３条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、

地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第７４条第２項中「必要な措置を講ずるよう努め」を「、次に掲げる措置を

講じ」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、

その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の

防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業

者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的

に実施すること。 

 第７５条第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ

電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を

加える。 

 第７８条中「第２８条」の次に「、第３２条の２」を、「第３８条まで」の

次に「、第４０条の２」を、「規程」と、」の次に「同項、第３２条の２第２

項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中」を加え、「、第

３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着

型通所介護従業者」と」を削る。 

第７８条の３中「、第２８条」の次に「、第３２条の２」を、「第３８条ま

で」の次に「、第４０条の２」を加え、「第３４条において」を「第３４条第

１項において」に改め、「いう。）」と」の次に「、第３２条の２第２項、第

３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号」を加え、「及び第７１条

第３項」を「、第７１条第３項及び第４項並びに第７４条第２項第１号及び第

３号」に改める。 

第９２条中「次に」を「、次に」に改め、同条第９号中「その他」を「前各
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号に掲げるもののほか、事業の」に改め、同号を同条第１０号とし、同条第８

号の次に次の１号を加える。 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第９４条第１項中「安全・サービス提供管理委員会」の次に「（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）」を加える。 

第９６条中「第２８条」の次に「、第３２条の２」を、「第３８条まで」の

次に「、第４０条の２」を加え、「第３４条中」を「第３２条の２第２項、第

３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従事者」とあるのは「療養通所介護従事者」と、第３４条第１項

中」に改め、「、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「

療養通所介護従業者」と」を削り、「第７１条第３項」の次に「及び第４項並

びに第７４条第２項第１号及び第３号」を加える。 

 第１０１条第１項中「事業所又は施設」の次に「（第１０３条第１項におい

て「本体事業所等」という。）」を加える。 

 第１０２条第２項中「第１１１条第７項」の次に「、第１３８条第９項」を

加える。 

 第１０３条第１項ただし書中「又は」を「若しくは」に改め、「従事するこ

と」の次に「又は当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従

事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事すること」を加

える。 

第１０７条第１０号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」

に改め、同号を同条第１１号とし、同条第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第１０９条中「第２８条」の次に「、第３２条の２」を、「第３８条まで」

の次に「、第４０条の２」を、「規程」と、」の次に「同項、第３２条の２第

２項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中」を加え、「第

３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」を「第７１条第３項及

び第４項並びに第７４条第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業

者」に改める。 

第１１１条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げ 

る施設等のいずれかが併設されている場合の項中「指定地域密着型介護老人福 

祉施設」の次に「、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設」を加え、同表 

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等の 

いずれかがある場合の項中「、指定認知症対応型通所介護事業所、指定介護老 

人福祉施設又は介護老人保健施設」を「又は指定認知症対応型通所介護事業所」
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に改める。 

 第１１２条第３項中「第１３９条第２項」を「第１３９条第３項」に改める。 

第１１６条中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電

話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加

える。 

第１２９条第１０号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」

に改め、同号を同条第１１号とし、同条第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第１３０条第２項中「様態や」を「様態、」に、「はやむを得ないものとす

る」を「ができる」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域におい

て、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率

的運営に必要であると市が認める場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業

者は、市が認める日から市町村介護保険事業計画（法第１１７条第１項に規

定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。）の終期

まで（市が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代

替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活

用することがより効率的であると認める場合にあっては、次期の市町村介護

保険事業計画の終期まで）に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サ

ービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことが

できる。 

 第１３６条中「第２８条」の次に「、第３２条の２」を加え、「第４０条、 

第４１条」を「第４０条から第４１条まで」に改め、「規程」と、」の次に「 

同項、第３２条の２第２項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第 

３号中」を加え、「、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者 

」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削り、「第７１条第３ 

項」の次に「及び第４項並びに第７４条第２項第１号及び第３号」を加える。 

第１３８条第１項中「除く。）をいう」の次に「。以下この項において同じ」

を加え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居

の数が３である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣

接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが

可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者

による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められる

66



ときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごと

に置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて２以上の介

護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることが

できる。 

第１３８条第５項中「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事

業所」に改め、同条第１０項を同条第１１項とし、同条第９項を同条第１０項

とし、同条第８項の次に次の１項を加える。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活

介護事業所（指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サー 

ビス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験 

を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認 

知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所 

であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応 

型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事 

業所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）

については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第６項の別に 

厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。 

第１３９条第２項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、

サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の

管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることが

できる。 

第１４１条第１項中「又は２」を「以上３以下（サテライト型指定認知症対

応型共同生活介護事業所にあっては、１又は２）」に改め、ただし書を削る。 

第１４５条第７項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用し 

て行うことができるものとする。）」を加え、同条第８項中「外部の者による」

を「次の各号に掲げるいずれかの」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 外部の者による評価 

⑵ 第１５６条において準用する第７５条第１項に規定する運営推進会議に

おける評価 

第１４９条中「指定地域密着型サービス」の次に「（サテライト型指定認知

症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応

型共同生活介護を除く。）」を加える。 

第１５０条第７号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」に

改め、同号を同条第８号とし、同条第６号の次に次の１号を加える。 

67



⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第１５１条第３項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての

介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第

２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を

除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な

措置を講じなければならない。 

 第１５１条に次の１項を加える。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生

活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第１５６条中「第２８条」の次に「、第３２条の２」を加え、「第４０条、 

第４１条」を「第４０条から第４１条まで」に改め、「規程」と、」の次に「 

同項、第３２条の２第２項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第 

３号中」を加え、「、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」

とあるのは「介護従業者」と」を削り、「第７章第４節」と」の次に「、第７ 

４条第２項第１号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介 

護従業者」と」を加える。 

第１６５条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）」を加える。 

第１７２条第９号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」に

改め、同号を同条第１０号とし、同条第８号の次に次の１号を加える。 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第１７３条第４項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、

全ての地域密着型特定施設従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支 

援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ 

の他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受 

講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第１７３条に次の１項を加える。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる 

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当 
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な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害される 

ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第１７６条中「第２８条」の次に「、第３２条の２」を加え、「第４０条、

第４１条」を「第４０条から第４１条まで」に改め、同条後段中「第３４条」

を「第３２条の２第２項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３

号」に、「定期巡回・随時対応型介護看護従業者」を「定期巡回・随時対応型

訪問介護看護従業者」に改め、「第４節」と」の次に「、第７４条第２項第１

号及び第３号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施

設従業者」と」を加える。 

 第１７８条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ること

により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待すること

ができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士

又は管理栄養士を置かないことができる。 

第１７８条第１項第４号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加え、同

条第３項ただし書を次のように改める。 

 ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。 

第１７８条第８項中「、栄養士、機能訓練指導員」を「、栄養士若しくは管

理栄養士、機能訓練指導員」に改め、同項第１号中「栄養士」を「生活相談員

、栄養士若しくは管理栄養士」に改め、同項第２号から第４号までの規定中「

栄養士」の次に「若しくは管理栄養士」を加え、同条第１３項中「栄養士又は

機能訓練指導員により」を「栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員に

より」に改める。 

第１８４条第６項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）」を加える。 

第１８５条第６項中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族（以下この項におい

て「入所者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活

用について当該入所者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第１９０条の次に次の２条を加える。 

（栄養管理） 

第１９０条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維

持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の

状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

（口腔
くう

衛生の管理） 
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第１９０条の３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の

保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体

制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなけれ

ばならない。 

第１９５条第８号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改め、

同号を同条第９号とし、同条第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第１９６条第３項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業

者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規

定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）

に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講

じなければならない。 

 第１９６条に次の１項を加える。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第１９８条第２項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第１号中「委員 

会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）」

を加え、同項第３号中「研修」の次に「並びに感染症の予防及びまん延の防止 

のための訓練」を加える。 

 第２０２条第１項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第３号中「委員 

会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）」

を加え、同項に次の１号を加える。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第２０４条中「第２８条」の次に「、第３２条の２」を、「第３８条」の次 

に「、第４０条の２」を、「規程」と、」の次に「同項、第３２条の２第２項 

、第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中」を加え、「、第３ 

４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と」

を削る。 

 第２０７条第１項第１号ア（イ）ただし書中「おおむね１０人以下としなけ

ればならない」を「原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えないも

のとする」に改め、同号ア（ウ）中「次のいずれかを満たす」を「１０．６５
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平方メートル以上とすること。ただし、（ア）ただし書の場合にあっては、２

１．３平方メートル以上とする」に改め、同号ア（ウ）Ａ及びＢを削る。 

第２０９条第８項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）」を加える。 

第２１３条第９号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改め、

同号を同条第１０号とし、同条第８号の次に次の１号を加える。 

⑼ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第２１４条第４項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、

全ての従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条

第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならない。 

 第２１４条に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行

われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止す

るための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第２１６条中「第２８条」の次に「、第３２条の２」を、「第３８条」の次 

に「、第４０条の２」を、「規程」と、」の次に「同項、第３２条の２第２項 

、第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第３号中」を加え、「、第３ 

４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と」

を削る。 

第２１８条第１１項中「前項各号」を「第７項各号」に改める。 

 第２２９条中「第２８条」の次に「、第３２条の２」を加え、「第４０条、 

第４１条」を「第４０条から第４１条まで」に改め、「規程」と、」の次に「 

同項、第３２条の２第２項、第３４条第１項並びに第４０条の２第１号及び第 

３号中」を加え、「、第３４条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者 

」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削り、「第７１条 

中」を「第７１条第３項及び第４項並びに第７４条第２項第１号及び第３号中」

に改める。 

 第２３０条を第２３１条とし、第１１章中同条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第２３０条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提
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供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の 

規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その 

他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙 

その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され 

ている又は想定されるもの（第１２条第１項（第５９条、第７８条、第７８ 

条の３、第９６条、第１０９条、第１３６条、第１５６条、第１７６条、第 

２０４条、第２１６条及び前条において準用する場合を含む。）、第１４３ 

条第１項、第１６３条第１項、第１８２条第１項（第２１６条において準用 

する場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に 

代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知 

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計 

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当た

る者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「

交付等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定

されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得

て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚に

よっては認識することができない方法をいう。）によることができる。 

 附則第６項中「指定介護老人福祉施設基準」を「指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号。以下「指定介

護老人福祉施設基準」という。）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止のための措置に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日 

までの間、この条例による改正後の多摩市指定地域密着型サービス基準条例 

（以下「新条例」という。）第３条第３項及び第４０条の２（新条例第５９ 

条、第７８条、第７８条の３、第９６条、第１０９条、第１３６条、第１５ 

６条、第１７６条、第２０４条、第２１６条及び第２２９条において準用す 

る場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」 

とあるのは、「講じるように努めなければ」とし、新条例第３１条、第５５ 

条、第７０条（新条例第７８条の３において準用する場合を含む。）、第９ 

２条、第１０７条、第１２９条（新条例第２２９条において準用する場合を 

含む。）、第１５０条、第１７２条、第１９５条及び第２１３条の規定の適 
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用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のため 

の措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」 

と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する 

事項を除く。）」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３２条の２（新条例第

５９条、第７８条、第７８条の３、第９６条、第１０９条、第１３６条、第

１５６条、第１７６条、第２０４条、第２１６条及び第２２９条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第３２条の２中「講

じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ

」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とある

のは「行うよう努めるものとする」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３３条第３項（新条例

第５９条において準用する場合を含む。）及び第７４条第２項（新条例第７

８条の３、第９６条、第１０９条、第１３６条、第１５６条、第１７６条及

び第２２９条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、こ

れらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」と

する。 

（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置） 

５ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第７１条第３項（新条例

第７８条の３、第９６条、第１０９条、第１３６条及び第２２９条において

準用する場合を含む。）、第１５１条第３項、第１７３条第４項、第１９６

条第３項及び第２１４条第４項の規定の適用については、これらの規定中「

講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 

（ユニットの定員に係る経過措置） 

６ 施行日以後、当分の間、新条例第２０７条第１項第１号ア（イ）の規定に

基づき入居定員が１０人を超えるユニットを整備するユニット型指定地域密

着型介護老人福祉施設は、新条例第１７８条第１項第３号ア及び第２１４条

第２項の基準を満たすほか、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に

おける夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実

態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。 

７ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを 

含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）

の居室、療養室又は病室（以下この項において「居室等」という。）であっ 
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て、この条例による改正前の多摩市指定地域密着型サービス基準条例第２０ 

７条第１項第１号ア（ウ）Ｂの規定の要件を満たしている居室等については、 

なお従前の例による。 

（栄養管理に係る経過措置） 

８ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１９０条の２（新条例

第２１６条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条 

例第１９０条の２中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」

とする。 

（口腔
くう

衛生の管理に係る経過措置） 

９ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１９０条の３（新条例

第２１６条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条 

例第１９０条の３中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」

とする。 

（事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置） 

１０ 施行日から起算して６月を経過する日までの間、新条例第２０２条第１

項（新条例第２１６条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、新条例第２０２条第１項中「次に定める措置を講じなければ」とある

のは、「第１号から第３号までに定める措置を講じるとともに、第４号に定

める措置を講じるよう努めなければ」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置） 

１１ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第１９８条第２項第３

号（新条例第２１６条において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、

指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感染症及 

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努める 

ものとする。 
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第３２号議案  
多摩市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関

する条例の一部を改正する条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関

する条例の一部を改正する条例  
 

多摩市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例（平成２７年多

摩市条例第２４号）の一部を次のように改正する。  
目次中「第３６条」の次に「・第３７条」を加える。  
第３条に次の２項を加える。  

５ 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、

必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の

措置を講じなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、

法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を

活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。 

第２０条第６号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」に改

め、同号を同条第７号とし、同条第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第２１条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観

点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言

動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなけ
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ればならない。 

 第２１条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２１条の２ 指定介護予防支援事業者は、感染症又は非常災害の発生時にお

いて、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、 

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」

という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければな 

らない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知

するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 第２３条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２３条の２ 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所にお

いて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

⑴ 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以

下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものとす

る。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、

担当職員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

 第２４条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指

定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。 

 第２９条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止のための措置） 

第２９条の２ 指定介護予防支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止す

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための対策を検討す
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る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を

図ること。 

⑵ 当該指定介護予防支援事業所における虐待の防止のための指針を整備す

ること。 

⑶ 当該指定介護予防支援事業所において、担当職員に対し、虐待の防止の

ための研修を定期的に実施すること。   

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 第３３条第９号中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この号において

「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用

について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

 第３６条中「市長」を「多摩市長」に改め、同条を第３７条とし、第６章中

同条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第３６条 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、 

作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面 

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人 

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を 

いう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定さ 

れるもの（第１０条（前条において準用する場合を含む。）、第３３条第２ 

８号（前条において準用する場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）

については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気 

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記 

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）によ 

り行うことができる。 

２ 指定介護予防支援事業者及び指定介護予防支援の提供に当たる者は、交付、

説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）の 

うち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定さ 

れるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電 

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識すること 

ができない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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（虐待の防止のための措置に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日

までの間、この条例による改正後の多摩市指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

等の基準に関する条例（以下「新条例」という。）第３条第５項及び第２９

条の２（新条例第３５条において準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努め

なければ」とし、新条例第２０条（新条例第３５条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、新条例第２０条中「、次に」とあるのは

「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努

めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止

のための措置に関する事項を除く。）」とする。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２１条の２（新条例第

３５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第 

２１条の２第１項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」

と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなけれ 

ば」と、同条第３項中「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるもの 

とする」とする。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２３条の２（新条例第

３５条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第

２３条の２中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」と

する。 
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第３３号議案  
多摩市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部を改正す

る条例の制定について  
上記の議案を次のとおり提出する。  

令和３年３月１日  
提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  

 
記  

 
多摩市条例第  号  
 

多摩市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部を改正す

る条例  
 

多摩市指定地域密着型介護予防サービス基準条例（平成２８年多摩市条例第

２０号）の一部を次のように改正する。  
目次中「第９０条」の次に「・第９１条」を加える。  
第３条中第３項を第５項とし、第２項の次に次の２項を加える。  

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の

防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修

を実施する等の措置を講じなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サー

ビスを提供するに当たっては、法第１１８条の２第１項に規定する介護保険

等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなけれ

ばならない。 

 第８条第１項中「又は施設」の次に「（第１０条第１項において「本体事業

所等」という。）」を加える。 

第９条第２項中「第４４条第７項」の次に「及び第７０条第９項」を加える。 

第１０条第１項ただし書中「又は」を「若しくは」に改め、「すること」の

次に「又は当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に

従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事すること」を

加える。 

 第２７条第１０号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」に

改め、同号を同条第１１号とし、同条第９号の次に次の１号を加える。 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 
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第２８条第３項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全 

ての介護予防認知症対応型通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、

介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有す 

る者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研 

修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

 第２８条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症

対応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言

動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならな

い。 

第２８条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第２８条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症又は非常

災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所

介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見

直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 第３０条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施

に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第３１条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」を「、

次に掲げる措置を講じなければならない」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の

情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うこと

ができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、そ

の結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図る
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こと。 

⑵ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知

症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための

研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第３２条に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事項を記載

した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、

これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲 

示に代えることができる。 

第３７条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止のための措置） 

第３７条の２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又は

その再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護

予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のた

めの指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知

症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施

すること。   

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第３９条第１項中「協議会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うこ 

とができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この項及び第４９ 

条において「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装 

置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第４４条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄 

に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項中「指定地域密着型介護 

老人福祉施設」の次に「、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設」を加え、

同表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲 

げる施設等のいずれかがある場合の項中「、指定認知症対応型通所介護事業所 

、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設」を「又は指定認知症対応型通 
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所介護事業所」に改め、同条第７項中「（以下」の次に「この章において」を 

加える。 

 第４５条第３項中「第７１条第２項」を「第７１条第３項」に改める。 

第４９条中「行う会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話

装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加え

る。 

 第５７条第１０号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業」に改

め、同号を同条第１１号とし、同条第９号の次に次の１号を加える。 

 ⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

 第５８条第２項中「様態や」を「様態、」に、「はやむを得ないものとする」

を「ができる」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域におい

て、地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の効率的運営に必要であると市が認める場合は、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者は、市が認める日から市町村介護保険事業計画（法第１

１７条第１項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下この項におい

て同じ。）の終期まで（市が次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当

たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認める場合にあ

っては、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで）に限り、登録定員並び

に通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の提供を行うことができる。 

第６４条中「第３１条から第３６条まで、第３７条（第４項を除く。）から

第３９条まで」を「第２８条の２、第３１条から第３９条まで（第３７条第４

項を除く。）」に改め、「規程」と、」の次に「同項、第２８条第３項及び第

４項、第２８条の２第２項、第３１条第２項第１号及び第３号、第３２条第１

項並びに第３７条の２第１号及び第３号中」を加え、「、第２８条第３項及び

第３２条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者」と」を削る。 

第７０条第１項中「除く。）をいう」の次に「。以下この項において同じ」 

を加え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同

生活住居の数が３である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階に

おいて隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行
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うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共

同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されて

いると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の

時間帯を通じて２以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために

必要な数以上とすることができる。 

第７０条第５項中「共同生活住居」を「指定介護予防認知症対応型共同生活 

介護事業所」に改め、同条中第１０項を第１１項とし、第９項を第１０項とし、

第８項の次に次の１項を加える。 

９ 第７項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型 

共同生活介護事業所（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であっ 

て、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業につい 

て３年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に 

より設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指 

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知 

症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介 

護の提供に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）

との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）については、介 

護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第６項の別に厚生労働大臣が 

定める研修を修了している者を置くことができる。 

第７１条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、

サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生

活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充て

ることができる。 

第７３条第１項中「又は２」を「以上３以下（サテライト型指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所にあっては、１又は２）」に改め、同項ただし

書を削る。 

第７７条第３項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）」を加える。 

第７８条中「地域密着型介護予防サービス」の次に「（サテライト型指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定

介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。）」を加える。 

第７９条第７号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、事業の」に改

め、同号を同条第８号とし、同条第６号の次に次の１号を加える。 
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 ⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第８０条第３項に後段として次のように加える。 

この場合において、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、

全ての介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第 

８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す 

る者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために 

必要な措置を講じなければならない。 

第８０条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止する

ための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第８５条中「第３１条から第３４条まで、第３６条、第３７条（第４項を除

く。）、第３８条、第３９条（第５項」を「第２８条の２、第３１条から第３

４条まで、第３６条から第３９条まで（第３７条第４項及び第３９条第５項」

に改め、「規程」と、」の次に「同項、第２８条の２第２項、第３１条第２項

第１号及び第３号、第３２条第１項並びに第３７条の２第１号及び第３号中」

を加え、「、第３２条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「介護従業者」と」を削る。 

第８６条第２項中「外部の者による」を「次の各号に掲げるいずれかの」に

改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 外部の者による評価 

⑵ 前条において準用する第３９条第１項に規定する運営推進会議における

評価 

 第９０条を第９１条とし、第５章中同条の前に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第９０条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予

防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行う

ことが規定されている又は想定されるもの（第１４条第１項（第６４条及び

第８５条において準用する場合を含む。）、第７５条第１項及び次項に規定

するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録
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（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サー

ビスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行う

ことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方

の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他

人の知覚によっては認識することができない方法をいう。）によることがで

きる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止のための措置に係る経過措置）  
２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日

までの間、この条例による改正後の多摩市指定地域密着型介護予防サービス

基準条例（以下「新条例」という。）第３条第３項及び第３７条の２（新条

例第６４条及び第８５条において準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努め

なければ」とし、新条例第２７条、第５７条及び第７９条の規定の適用につ

いては、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置

に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「

重要事項」とあるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を

除く。）」とする。  
（業務継続計画の策定等に係る経過措置）  

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２８条の２（新条例第

６４条及び第８５条において準用する場合を含む。）の規定の適用について

は、新条例第２８条の２第１項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう

努めなければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施する

よう努めなければ」と、同条第３項中「行うものとする」とあるのは「行う

よう努めるものとする」とする。  
（感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置）  

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第３１条第２項（新条例

第６４条及び第８５条において準用する場合を含む。）の規定の適用につい

ては、新条例第３１条第２項中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう

85



努めなければ」とする。  
（認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置）  

５ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第２８条第３項（新条例

第６４条において準用する場合を含む。）及び第８０条第３項の規定の適用

については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努

めなければ」とする。  
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第３４号議案  
多摩市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について  

上記の議案を次のとおり提出する。  
令和３年３月１日  

提出者  多摩市長  阿 部 裕 行  
 

記  
 
多摩市条例第  号  
 

多摩市営住宅条例の一部を改正する条例  
 

多摩市営住宅条例（平成９年多摩市条例第２３号）の一部を次のように改正

する。  
第１８条第２項中「入居者は、」を「市長は、入居者が」に、「納付しなけ

ればならない」を「徴収することができる」に改める。  
附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

87


	〇21_議案（道路交通課）廃止5路線、令和3年第1回議会.pdfから挿入したしおり
	21_ 資料_議案図面‗廃止議案（5路線）.pdfから挿入したしおり
	①案内図
	①所在図
	②案内図
	②所在図
	③案内図
	③所在図
	④案内図
	④所在図
	⑤案内図
	⑤所在図





